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松本市における
プラスチック資源リサイクル検証事業
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松本市 環境エネルギー部 環境業務課 課長

１．松本市のごみ処理の現状

松本市は長野県のほぼ中央に位置し、市
域は東西に52km、南北に41kmと県内で最
も広い面積を有し、そのうち約８割が森林
です。人口は、令和４年４月1日現在23万
6,345人となっています。
廃棄物処理については、主に三つの施設

で処理しています。
一つは、近隣の２市２村で構成する松塩

地区広域施設組合が運営する「松本クリー
ンセンター」で、可燃ごみの焼却のほか、
容器包装プラスチック及び複合製品の中間
処理を行っています。平成11年稼働から20
年が経ち、現在施設の更新計画の策定を進
めています。
二つ目は、「松本市リサイクルセンター」

で、松本クリーンセンターに隣接し、ごみ
集積所に出すことが困難な資源物・埋立ご
み・粗大ごみの受入れとペットボトルの圧
縮梱包処理を行っています。指定管理者が
運営しています。
三つ目は、最終処分場である「松本市エ

コトピア山田」です。使用開始から50年が
経過し、現在再整備のため施設を休止して
います。
家庭ごみの排出状況ですが、長野県にお

いては１人１日当たりのごみ量が令和元年
度まで６年連続で日本一少なく、553g/人・
日です。それに対して、松本市は551ｇ/人・
日と、長野県平均を若干下回っています。
松本市の分別区分は、①可燃ごみ、②複

合製品である破砕ごみ、③埋立ごみ、④容
器包装プラスチックの他、金属類・紙類な
どの資源物、そして⑤粗大ごみの大きく分
けて５区分、さらに詳細な分別として25分
別としています。
なお、容器包装プラスチックについては、

平成16年度から分別回収を行っています。
また、今回の事業で再資源化の検討を行う
製品プラスチックについては、現状、可燃
ごみとして焼却をしています。

２． 製品プラスチック再資源化に
取り組む背景

まず、現状可燃ごみとして焼却している
製品プラスチックは、令和２年度に行った
ごみ質分析の結果から算出すると、おおよ
そ年間２万ｔと推計されます。このことに
より、年間約５万6,000ｔの二酸化炭素が
排出され、また焼却残渣は、発生割合を
10％程度と仮定すると、おおよそ2,000ｔ
発生し、最終処分を行うことになります。

先進事例
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さて、昨年６月に『プラスチックに係る
資源循環の促進等に関する法律』が公布さ
れ、８月に環境省の『プラスチックの資源
循環に関する先進的モデル形成支援事業』
を受けて、事業に取り組むこととしました。
本市が取り組む背景として、①令和２年12
月に2050年までに二酸化炭素排出量を実質
ゼロにするゼロカーボンシティを宣言し、
３Rの推進による省資源、省エネルギーに
も積極的に取り組むこと、②現在再整備中
の一般廃棄物最終処分場は、令和９年度供
用開始を目指していますが、その間の焼却
残渣などの外部委託に関わるコストの縮
減、また、新処分場も埋立可能期間が約17
年間のため、さらなる延命を図ること、③
本市のリサイクル率は令和２年度で10.1％
と低いことが課題となっていること、等の
側面もあります。
これらの課題解決を図るため、容器包装

プラスチックとあわせて製品プラスチック
を一括回収・再資源化する検証事業を実施
しました。

３． プラスチック資源リサイクル
検証事業

検証事業の内容及び手順は、次のとおり
です。
（  １）市内２カ所をモデル地区に選定し、
11月から12月に試験回収（各地区1カ月
間）

（  ２）回収したプラスチック資源は組成分
析サンプル調査を行った後、現施設で破
袋、選別、圧縮梱包を試験的に行い、ベー
ル化

（  ３）再資源化事業者に運搬し、ベールの
一部を品質調査し、再商品化試験を実施

（  ４）これらの内容により得られたデータ
をもとに、製品プラスチックを再資源化
した場合における環境影響改善効果及び
経済性効果の検証、一括回収を行ううえ
で課題となる項目について整理

（１）モデル地区の選定及び試験回収
環境省の「ゼロカーボンパーク」第1号

に選定された中部山岳国立公園（乗鞍高原）

表１　モデル地区における回収内容
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を有し、脱プラに先行して取り組むエリア
として位置付けている地域（Ａ地区）と廃
棄物処理施設が所在し、廃棄物行政に関し
て住民の関心が高い地域（Ｂ地区）の２地
区を選定し、容器包装プラスチック収集日
に合わせ収集しました（表１）。
今回の試験回収に合わせ、対象者から一

括回収に関する感想等を聞くため、アン
ケート調査を行いました。その結果、製品
プラスチックを容器包装プラスチックと一
括回収することについて「分かりやすい」
との回答が69％、「一括回収としてほしい」
との回答が73％、一方で「分かりにくい」
との回答が９％でした。また、汚れまたは
金属等ほかの素材との複合製品の排出方法
について判断が難しい、といった意見があ
りました。

（２） 組成分析・処理施設運転試験
組成調査は、回収物からランダムにサン

プリングし、四分法により縮分を繰り返し
行い、10～15kgの試料により、容器包装
プラスチック以外のプラスチックについて
は21区分に分類し、その比率を把握しまし
た（写真１）。
調査の結果では、容器包装プラスチック

62.8％、製品プラスチック30.4％、異物6.8％
でした。製品プラスチックは重量割合の順
に、収納用品（ファイルケースなど）、掃除
用品（バケツ、チリ取り）、台所用品（タッ
パー、スプーンなど）が多く出されていま
した。また、異物としてはゴム製品など
の混入が見られましたが、発火の危険性が
あるリチウムイオン電池の混入はありませ

んでした。
処理施設運転試験では、現有施設への投

入可能な性状（形状、素材など）や、選別
工程における異物除去に最適なコンベア運
転速度、圧縮梱包機の運転調整の検証を行
い、実際に製品プラスチックを含んだ状態
でベール化（圧縮梱包）ができるか試験を
行いました（写真 2）。
処理工程は図１のとおり、受入ホッパー

に投入後、破袋機により指定ごみ袋を破り、

写真１　組成調査サンプル抽出

写真 2　ベール化の様子

図１　ベール化の処理工程フロー
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手選別コンベアにて不適物を除去した後
に、圧縮梱包を行います。
試験の結果では、破袋機の刃やコンベア

上のゲート幅の調整など、一部の設備で部
品の変更等を検討する必要があるものの、
大規模な改修の必要はなく、製品プラス
チックの処理が可能であることがわかりま
した。
今回の検証事業での事例はありませんで

したが、今後リチウムイオン電池の混入の
可能性が高くなり、発火の危険性があるこ
とから、消火設備の追加など、必要な施設
改修について検討する必要があると考えて
います。

（３）ベール品質調査・再商品化試験
容器包装プラスチック再商品化事業者に

おいて、試験的にリサイクル成形品を製造
し、検証を行いました。
結果として、容器包装プラスチック（軟

質のプラスチック）を想定した施設である
ため、特に選別工程において再資源化率が
若干下がる傾向が見られました。一方で、
一括回収物により製造したリサイクル成形
品は、加工に適した物性であることがわか
りました。

（４） 環境影響改善効果及び経済性効果の
検証

製品プラスチックを松本クリーンセン
ターで焼却する現行の場合と、再資源化を
行う場合との二酸化炭素排出量と運搬費等
を含めた処理費用の比較を行いました。
結果として、現行に比べ、再資源化を行っ

た場合、いずれの再資源化方法でも二酸化
炭素排出量は低減される一方、処理費用は
上昇する結果となりました。

（５）一括回収の課題整理
検証事業の結果を踏まえ、本格実施に向

けて、以下のとおり課題を整理しました。
● まず第一に、市民にわかりやすい品目設
定が重要であること。加えて、環境影響
改善効果が見込まれ、経済性が高い回収
品目の設定について検討を行う必要があ
ります。

● プラスチック資源循環促進法では、指定
法人ルートを活用して再資源化を行うか、
または再商品化事業者と連携し、再商品
化計画を作成したうえで再資源化を行う
か、いずれかの方法を活用することがで
きることとされていることから、どちら
の制度を活用するか検討が必要です。

● 当施設は２市２村で構成する組合が運営
していることから、足並みをそろえて移
行できるよう調整を図っていく必要があ
ります。

● また、効果的な市民周知方法、必要な施
設改修についても検討を必要とします。

４．ゼロカーボンに向けて

松本市は、気候非常事態を宣言するとと
もに、2050年までに二酸化炭素排出量実質
ゼロ（ゼロカーボンシティ）を目指すこと
を表明しました。その実現のためには、あ
らゆる環境施策を総動員して、市民・事業
者・行政が、危機意識を共有し連携して取
り組んでいかなければなりません。
本事業におきましても、ゼロカーボンシ

ティの実現とともに、最終処分場の延命化
を図るため、令和５年度当初の全市一括回
収を目指していきたいと考えています。


